
別天武后著述六種考

一『日本国見在番目録』集部著録書を中心にー

孫 猛

j苦の第三代高宗の皇后である別天武后 (624~705) は、漢の呂后・清の西太后

とともに、仁iコi雪史上の三大女傑といわれる。姓は武氏、名は翠、号は別天であ

るO 井ナ1'1文水(現在の111vJi省文水県東〉の人。武士殺の娘として生まれ、十四歳

のとき、唐太宗の宮女〈才人〉となり、太宗の残後、尼となった。高宗の即位

後、再びfl{:j儀として召されて宮中に入り、永徽六年 (655)、皇后になった。や

がて朝政に参与し、病弱の高宗に代わって、政治の実権をにぎり、天后と称し

たのである O 当時の人々は二人を「二聖Jと呼んだ。高宗が残した後、一時摂

政をしていたが、まもなく載初元年 (689)に、国号を「周Jと改め、自ら帝{立

につき、「童三神皇帝j と称した。ネ*竜元年 (705)、中宗の復位後、上陽宮に役さ

れ、同年正月戊申に、彼女は「別天大聖皇子青jの尊号を奉ぜられた。十一月壬

寅に、帝号を去らしめ、!司自に八十二歳で残した。 (1)設号は f別天大聖皇后j

と贈られたが、玄宗の天宝八裁く794)に、「別天11質製皇后j と定められた。 (2)

天下に二十年あまり君-臨していた別天武后は政治の面で、活援していただけで、

はなく、著述を提唱し、文士を網羅することにも力をi傾けていた。盛唐文学の

繁栄は彼女の提唱と密接な関係があったといわれており、本人の著述も多く残

されているo WIB唐書・経籍志j](以下、!fl日唐志3と略称する〉や『新唐書・芸文

志j(以下、『新j吾志』と略称し、二つの『唐志』を『両唐志』と略称する〉などの書目

録に「武j舌」か「天后Jもしくは「大聖天后j と署名のある書は、重出するも

のを除いても、約二十種著録されている。遺憾ながら、それらの著述はほとん

ど散侠し、今!ヨまで伝わっているものは『全唐文j]. W全唐詩』などの総集や輯

侠警に収められている詩文のほかに、著書として F臣軌』があるのみであるO

七iit涼己の末期から八世紀の初期にいたる武后事gの文化や典籍は、遣唐使らに

よって、早期に日本に伝えられた。その時期に将来された漢籍についての研究

成果は多くあるが、この小論では、藤原佐世の『日本国見在書目録j](3) (以下、
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『見在書iヨ』と略称する〉のJ]U集家・惣築家に著録されている次の六蓄を取り上げ、

その成立について論じてみることにしたい。とくに、日本に残っている貴重な

関係史料を用い、 WiJlU清志』や中!習の書，ヨ録に見えないもの(いわゆる f中!羽側の

未若録警J)を考察することに重点を寵く。

六番は下記の通りである O

武絡娘一巻

別天大型皇后集十巻

金輪万歳集五>1-一巻一巻 I~l 録

垂扶集百巻

聖母ネlj1皇琵tJ~後集三十巻

聖母集十巻

武据娘一巻

この蓄は『雨唐古、』など中国の書 I~l 録に著録されていないものである。

「武娼j としづ称号は法大宗が賜ったものである。『新法書:~巻七六『后妃{云

〈上)~に、その由来が述べられている。

高宗別天)1原聖皇后武氏、ヂ千升[文水人。父士諜0 ・ー-一文徳皇后崩、

久之、太宗開土校女美、召為才人、方十1290一・…既見帝、 j湯号「武鰯jo

及帝嵐、与旗街!皆為比j王足。

f朝野余載J巻ーに、『武fJJ敵jミ歌Jのことが言及されている O

永徽後、天下il昌『武知娘歌』。 後立武氏為皇后。大帝崩、兵IJ天iお

朝、改号大周。二十余年、武后讃盛、武三五梁・貌・定等並o卵子。
f見在書ElJlに著録されているこの集はおそらく F武術娘歌Jのことではな

いかと考えられる。別天が武徳七年 (624) に生まれ、 j幻~-\-二年く638) に「武

姥Jとなり、貞観二十三年 (649)に比丘尼となり、永徽六年 (655)に皇后とな

ったため、この歌集は遅くても、永徽六年まで十こ、成立していたと考えられる。

具体的な徴証はないが、比丘尼になれば、「武娼」の号は佼えなくなるから、

おそらく貞観十二年から二十三年までの間に、この集は成立したのであろう。

この集は歌集であり、歌〈歌詩〉が一首収められていただけかもしれなし、。

その撰者は『朝野余載J に見える「天下!ll~ 11武煽娘歌~J という表現の言外

の含みを吟味すれば、別天の自撰になるというよりも、むしろ他人が彼女の美

しさを歌うため作ったと推測するほうがよいであろう。

ちなみに、「武娼」としづ言葉の出兵は後漢・茶盆『菅衣J!式Jい)である。『青
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衣j拭Jに日く:1-者!){吉武械、楽多姿Jor-武縮Jとは727来美しく愛らしい女性

の姿態を表現する形筏訴jであるが、別天の姓の「武」を巧く影射している。

員IJ天大聖皇后集十巻

WI 日 j書:謹;~巻六『武j吉本紀J ネ!jrl惹元年:Tf月 j犬r:1ヨ僚に、

皇帝上尊号臼「別天大型車子。

とあり、同年冬十一月壬寅僚に、

則ラミ将大v!語、遺fl;1j鮒筋、知!安、令去帝号、称「刻天大型皇后Jo

-…是日、崩Î/~\.上!湯宮之イ11j居殿、年八十三、詑iヨ「別天大型皇后jo

とあることから、間違いなく、読号の「別天大聖皇后Jを用いるこの集は員IJ天

武后が放した後、編纂されたものであろう。

この集は中国の番目録に見えないが、 iヨ本の書 l~ 録の中では、『見在書目 J

のほかに、沙門永超の『東域伝燈 !~I 録~ (5) にも著録されており、しかも、集に

i恨められている文章の格式までもが記されているのである O

『兵!J天大聖皇后集』ート巻。枚数少、故或合巻也。披見、是多

額文集也。

すなわち、この集は別天武后の~jJ集といってもよいが、実際、多くは別天武后

の願文を蒐集し、編集したものである。沙門永超の書いたこのわずか十数字の

註文から、これまでの日本漢籍史上の一つの懸案を解くことができるO

前にヲiし、た「披見、走多額文集也(披見すれば、これ多く願文の集なり)Jを読み、

患いうかぶのは正倉院文書の f造菩薩願文i新筒J1(心である。断簡には、次の内

容が記されている。

造菩薩磁文巻第八

琵扶二年十二月四日大唐皇太后奉為

高宗大子if敬造繍十一面観世音菩薩一千鉛i

j頭文一首

i折衝に願文の本文が記されていないが、これは関係文集の巻第八の冒頭であろ

うと考えられる〈これについては後述〉。同一内容をもっ!日巻子本は、実は渋江全

善・森立之の撰になる『経籍訪古志』巻第五・子部下・釈家類(7)I':こ著録されて

いる。

造菩i瑳願文零巻 i日紗巻子本

現存第八巻零片七行、首題「造菩薩願文巻第八J、 次「霊扶

二年十二月四日、大唐皇太后奉為高宗大帝敬造瀦十一面観世
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音菩藤一千合n際文一首、奉為先ヨミ・先妃造十一面観世音菩薩

i願文一語、奉為(以下火)J。此謡、史志諸家皆不著録、撰人・

巻数並不可l及。特i若其所存、可得女lln;話番概III各与撰集i時代ヰ。

紙背有「良排大徳j、r天平廿一年l、「天平感宝元年」等記。

界長七寸i担分、 11I高六分強。

前掲i折{部と r経籍訪7k志Jの記述に基づいて、考察を加えれば、結論は七点

となる。

①施主(法事のときその主となるひと〉は下大法皇太后J、 すなわち兵iJ天武j言

である。「大唐jが本朝の人名(称号〉や書名などに冠されることは珍しくはな

い。君主扶二年の時点では、別天は皇太后ーとして称i!JIJし、まだii'IYf立についていな

かったため、 f皇太后Jとしづ称号を使ったO

②被祈願者は、 「高宗J と「先王J(武j舌の父、武二!二議。 i嗣堅元年に太l~ilj .灘五

を追贈され、日立を冠した〉、 「先妃J(武j舌の母、王妃の場氏)(8)の三人である。こ

こに伎われた「高宗大帝Jはj街号の「高宗Jと読号の「天皇大斎J(よく「大;，'Ii;j

と略称される〉の組み合わせで、ある。 (9)

③法事を行った年時は丑扶二年 (685)十二月 1m1=1である。

④正倉院の断簡を!日巻子本くお町駅こ見える内容も含む〉と合わせて見ると、 18

巻子本は能rrt患とは実はi可ーもの〈あるいはi司ーの組本をもつもの〉であり、もとは

おそらく断簡と向じよう oこ正倉院の文書であったと考えられる。

③!日巻子本は断簡ーよりも二十一宇多く、そのうちに、「奉為」という表現

を三回も使っており、そのとたには少なくともその日に祈i詳した際文がもう一首

あるはずである。あらかじめ際文の標題を第八巻の冒頭にまとめ、その次に本

文を載せる形がこの巻の構成であったと想像できる。したがって、!日巻子本の

内容は第八巻の自録の一部でしかなく、正倉院の断簡はさらに!日巻子本くある

いは同じ祖本〉の一部であると判断してよいであろう。

⑥『造菩薩願文巻第八Jとし、う題名は書名ではく、巻題〈巻の名、いわゆる

「内題J、「小題j)である。支の冒頭くし、わゆる「昇格」の一行自〉に書名〈し、わゆる

「大題j)を置かず、巻慾をつける例は古本漢籍のにiコではしばしばある。では、

この巻を収める蓄の書名は何だろうか。今日までに伝存してきた前掲正倉院文

書『造菩薩願文巻第八』はし、ったし、どういう蓄の!折衝なのか。渋江全善・森立

之が「撰人・巻数並不可考Jといった!日巻子本はいったし、だれの撰であり、原

警は何巻あったのか。これは日本漢籍史の研究においては一つの懸案のようで

ある。『東域伝燈百録』に沙門永超が書いた註をn今味すれば、それはほかでもな
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く、まさに『見在番目』に著録されている WJtlj天大型皇后集Jではあるまし、かー

と考えられる。『全)吾文~ . W;吾文拾遺~ . W用~文続j合J などを見ればわかるよう

に、皇帝・皇后・皇族の作115!として、制・認・勅・表・警・序・銘・記・ ii午・ j拭

などは多く載せられているが、 i頭文はほとんど見出せなし、。理由は、おそらく

版文が'1寅例として他人の別集の中には収められなし、からであろう。そこで、願

文を数多く集めたもの一一 WYl!J天大型皇后奪三』が設場したのである。こういう

意味で、この集は異例のものとも言える。「別天大聖皇后Jとしづ称号は躍中

宗のネJ!J竜元年 (705)十一月壬寅に奉ぜられた尊号でもあり、訟号でもある O

『新}書繋J巻lmW別天皇居紀Jによれば、唐玄宗の天宝八載 (720)に最終的vこ

「別天)1鼠製皇后Jという詑号を定めるまでに、訟号は五回も変わったにもかか

わらず、だいたい IsVJ天大聖皇后Jとし、う六文字の範留を越えなかったO した

がって、この集の成立は別天武后の放後の直後かあるいは残後から天宝八載に

至る十五年の間のことであるとみてよかろう。集は合計で十巻あったが、今自

まで伝わっている正倉院文警の民ir簡と!日巻子本の『造菩薩願文Jはともにその

第八巻の残巻で、ある。撰者は別天武j舌であるが、編纂者は不明である。

⑦日本に将来された年持については、!日巻子本の紙背に「天平廿一年ム

「天平感宝元年(この年に改元、 749)Jと警:かれているため、 集はその前に日本

に伝来されたものである。大陸から遺麿伎による直輸入とすれば、その舶載者

は養老元年 (717)か天平五年 (733)の佼節であろう。

紙背に記されている「良鉾j としづ人物は日本華厳宗第二祖として知られる

高橋である O 天平j勝宝三年 (751)に、東大寺の落成にあたり、少僧都となり、

笠年間寺別当になった。天平宝字七年 (763)九月に持、イ曽正に任ぜ、られた。 J苛

寺の主務にあること十二年に及んで、いた。宝亀四年 (773)間十一月十六日に寂

した。 ω「大徳Jとは、党訟のバダンタ (bhadanta)の訳であり、大いに徳行あ

る者の意である O 中国において高僧の敬称として用いるが料、!惰・唐の時代に

は訳経に従事する者を特に「大徳Jと称した。科目本では古来高僧の敬称、とし

て用いられていた。 ωf良俳大徳Jという回文字は他人が書いたものであると

判断することができるが、この集はやはり良弊となんらかのかかわりがあった

と考えられる。

寛治八年 (1094)に成立した『東域伝燈目録』には、『期天大聖皇后集』篠の

次に『金輪万歳集J が記されてしる。『金総万歳集』篠に、「己上『焚釈寺録~J

の註が見えるため、沙門永j包は焚釈寺の所蔵を記録する『焚釈寺録』に基づい

て、『衆経要録』から『金輪万歳集』までの十二種の著書を著録したのである。持
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『別天大聖皇后集』はそのうちの一種である。う恋釈寺は桓武天皇が骨抜父天智

天皇を追福するため、 延j督五年 (786)に近江大津古(現在の謎賀県大津市〉の7k

j世に建立した寺院で、あり、平安時代の末期には、衰退し、国ts':寺の奴)1又すると

ころとなっていたようである。仲間主釈寺録Jの成立年代は不明であるが、こ

の集の完本〈十巻〉はおそらく平安末期までに党釈寺に保存されていたであろ

う。

勝、文とは、法事を行う際、施主がネli!仏へのj誤いをしるして寺院にささげる祭

文の一種である。この二通の願文の内容は不明だが、梁の沈約のj~~ [J千僧会願

文』帥・ i靖の底思道の撰『遼陽111寺際文~ 0$・降の釈智鋲の撰の『発願文』件な

どを読めば、およその願文の形式がわかる。これら以外、『聖武天皇炭翰雑集』

に )1又められている釈柔突の撰『鏡中釈翠実柴~ vこも、 F2台~人妻妊娠際文~ . [J七

月十五日勝、文』と題する願文二通が見える。

「詰~R十一面観世音菩薩J は多彩な絹糸で刺繍された観世音菩薩の仏像である O

南朝からj吾にかけて、寄進牧!としてよく制作されるものである。持

金輪万歳集五十一巻一巻目録

長日天武尼崎の尊号に、はじめて「金輪Jとしづ二文字が付けられたのは長寿二

年 (693)の九月演であった。[J素rr唐書』巻七1m[J}言妃伝』によれば、その尊号

が「金総霊神皇帝j である。そのとき、七を宮殿に置き、七宝のうちの一つ

に f金輪j と名づけられた。[JIEl唐繋』巻六問よ れば、翌年五月に、芳

号の f越古金輪聖神皇帝Jが使用された。その後、;rIT:袈元年 (695)春一月に、

f慈氏越古金輪聖神皇帝J、秋九月に、また「天{罰金輪聖ネli1皇帝Jという尊号が

奉られた。聖跨三年 (700)五月に、年号を「久視Jに変え、「金輪Jという尊

号の使用を止めることになった。したがって、「金輪Jを尊号として使用して

いた期間は長寿二年九月から、延載・証翠・天冊万歳・万歳登封・万歳通天・

神功・聖麿を経て、久視元年にかけての約六年間であるから、この集はその期

間に編纂されたと判断して差し支えはなかろう。ただし、『丙唐志Jには『金

輪集十巻Jとあり、巻数が『見在書目』より四十巻 (1お誌を除く〉も少なし、o [J雨

麿志』に著録されたものが完本ではなかったことは考えにくいので、おそらく

分巻のあり方によって相違が生じたであろう。

垂挟集苔巻

この集の成立は比較的に簡単であるo [JI日麿書』・『本紀』によれば、光宅二
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年 (684) 正月一日に年号を「霊扶J に変え、まffiJJ~五年 (689) 夏四月に、「永昌J

に変えた。したがって、この「琵扶Jという年号を冠した集はその五年間、別

天武)舌の作品を集めたy]1j集で、あると考えて問題はなし、。ただし、以下に検討す

る『霊扶後集Jの繋名を考えると、この集に収められたものはおそらく琵扶前

期の文章であろうと推測される。

聖母神皇霊扶後集三十巻

聖母集十巻

霊扶四年 (688)夏1m月に、貌王の武承闘が「裂ff}:f4'[i;入、永昌帝業Jという文

句が刻まれた瑞石を献上したのが「聖母j としづ尊号を使用した契機であるo

WI日恵子萎』巻六『別天皇后本紀』に、

…(貌正武承i嗣〉令薙升!人j吾向泰称獲之洛水。皇太后大悦、号其

石為「宝i翠J、権授!可泰遊撃将軍。秋七月、改「宝図j為「天授聖図J、

封潜水ネ111為「顕袈ムカ11位特進、並立廟。就水側置永昌県。

とある。ほぼ同じ内容は張驚『朝野余載』巻三にも見えるが、刻字は「臨オくj

とある。し、ずれにせよ刻天武j舌の禎祥を好む心理に向調し、彼女にこびへつら

う行為であった。禎祥としての瑞石は実は偽物だったのである。1i朝野余載J

巻三十こ、

-一…乃走白石撃作字、以紫石末弟:/薬IO<之。後井升!文水j果j片谷中得

一石還如此、有 f武具u字、改文水為武貝i県。 Iヨ是、往々作之。後知

其偽、不復採用、乃止。

とあるo ;r元和郡県志J巻十三特によれば、別天武j舌の本籍地「文水jが「武

輿J0こ改名されたのは天授元年 (690)のことであるから、少なくともその頃ま

では、偽造行為は暴露されていなかった。

丞tj~四年五月十こ、別天武j舌は尊号「聖母神皇J を受け、それを使用しはじめ

た。この二集の成立が琵扶四年五月以降であることはほぼ確実であるO その次

の尊号は天授元年 (690)に奉られた「金輪聖神皇帝Jであるが、使用しはじめ

たのは翌年 (691)の正月のことである。持帝位についたので、「皇帝Jという

こ文字を使用したのであるo r神皇j とし、う言葉のイメージは援味であり、必

ずしも正式な皇帝ではなし、。高宗が残した後、実子の中宗やその弟の容宗に代

わって、実権を握ったとはいえ、やはり正真正銘の皇帝ではないのである。し

かも、「聖母Jという尊号は「母」として臨朝称制する身分にもっともふさわ

しかったで、はあるまいかと考えられる。これらの理由から別天武后は「聖母神
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皇Jの尊号を掲げた。しかし、後に、中宗と容宗をJ3言し、 13ら清{立に就いたこ

とと、天から授けられたと思っていた瑞石が偽物で、あることが明らかになり、

これに刻まれた「母」としづ字も極力避けたし、とし、う気持ちで、新しい尊号を

考えたのであろう。したがって、天授元年以降、「母Jという字は彼女の集名

に用いられるはずがなし、。ひるがえっていえば、その期間で成立したもの、ま

たその期間の活動を記録するものには、「聖母:干ljl皇」とし、う尊号が加えられる

はずである。たとえば、『両唐志』史部・起居注類Iこ著録されている宗秦客の

撰になる『聖母神皇実録十八巻』が一つの実例である。すなわち、尊号を使用

する期間は厳密に限定されており、彼女の即位のnむ誌を境にし、その前はこの

尊号を、その後は次の「金i檎聖ネql皇帝;Jとし、う尊号を使用するのである。この

二集は霊扶四年四月から、天授二年正月にいたる;真邦期tJ窃!口j昇立出悶:i司;司JJ内吋で

i断新してよし、、O 

別天武后の六警についての考察は以上の通りである。

最後に、六書の書名の付け方によって、『南唐志』の著録fし例を検討したし、。

帝王の場合は、生前さまざまな書名をもっ集(専若を!徐く〉がし、くらあろうと、

残後に『再唐志』の編修者がそれらをまとめて著録するのが普通である。たと

えば、 ul日唐志』集部.JJIj集類には、

太宗文皇帝集三十巻

高宗大帝集八十六巻

中宗皇帝集凶十巻

容宗皇帝集十巻

とある O 王子・宮妃の場合にも i司じである。たとえば、太宗第四子の李泰の築

と中宗の宮妃であった上官腕児の集が『新唐志』集~~・別集殺に、

諜王泰集二十巻

上官招容集二十巻

とそれぞれ著録されている。しかし、別天武后に関しては、 ulEl唐書』巻プミ『郎

天皇后本紀』に「文集一百二十巻、蔵於秘i詔Jと明記されるにもかかわらず、

『両唐志』では、「皇后集Jとしづ集名を使わず、!Jis扶集』・『金輪集Jという

諸集の原名を使って、そのまま著録している。『見在書iヨJに見える『則天大

聖皇后集』は書名上から見れば、彼女の詩文をまとめた集の書名かと思われる

が、本当は願文のみを4又めたものである。前述のごとく、唐の書目録にj頭文を

収めない慣例があることと併せて考えれば、この集は!FiIlij唐志』に著録されて
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いないことも不思議ではなし、。なお、別天武j舌が称tl討をし、 i君号を変え、自ら

息子IIになったことは封建政制上から見れば、{皆偽に属する行為である。正史の

編修者は意識的に;帝王らの詩文をまとめて『経籍志Jや『芸文志』に著録する

慣例を絞って、一括著録を避けたということも考えられるであろう。

「武j言撰Jや「天j舌:wuと著録されてし、る数多くの詔書:はもちろん別天武后

の撲による著述であると見なしてもよいが、研究の際、それらは実はほとんど

他人の代筆で、あるとしづ事突を見落としてはいけなし、。『新唐志J経部・小学

類に著録されている『武后字海ー百巻J僚に、次のような註が見える O

凡武)舌所著書、皆元万頃・花履沫・荷村1客・ j苛思茂・ 1お怒賓・衛

業等談。

また、~-I-有功『唐詩紀事J 巻三紳にも、同じ記載がある。

大凡后之詩文、皆元万頃・在高1!議為之。

これ以外にも、もうひとり重要な代筆者がし、る。それは女性宮廷詩人の上官l涜

児〈上官昭容〉である O この文才あふれる宮妃は中宗・皇后及び公主らに代わ久

詩文ーを作ったことでよく知られているが、実は『新唐書J巻七六『后妃f云上』

によれば、万歳通天(元年、 696)以降朝廷の詔命を掌管し、各役所からの上奏

文を扱う役を担っていたので、あるO しかも、彼女は武氏一族とのかかわりが深

しその後、臨海王(玄宗)vU!Yrられたのは、武三思と結託し、朝政をほしい

ままにしたためである。したがって、別天武j舌の詩文には上官腕児の代筆した

ものがあると推し測っても何ら不思議ではないと考えられる。上官級児・元万

摂・桜融らはみんな武后事)jの代表的な文人墨客なので、こうし、う意味で、期天

武后の著述は彼らの作品の一部であり、かれらが文学・史学・経学(小学〉な

どの分野において残した文献で、あると見なしてもよし、。

〉王

(1) 武j舌の享年については、{fl日庶警2巻六『武后本紀』では八十三に作るが、安売夫

『歴代名人年里碑伝総表 .7(f王室三~ (商務印書館、民国26年1J~) によれば、八十二と

するO

(2) rr新j吾謹fJl巻四『別天皇后本紀』に、「十一月、崩、議日大型別天皇后。唐経元年、

改為天后"景雲元年、改為大聖天后;延和元年、改為天后聖帝;未幾、改為聖后;関

元四年、改為別天皇后;天宝八載、力n誌則天JI頂聖皇后」とあり、彼女の誌号は何回も

変わったが、最終的に定められたもの(し、われる「定詰J)は「烈天棋聖皇后J(略は

「別天皇后J)である。したがって、『新唐書・本紀』の巻首に「則天棋聖皇后武氏」

と、 i司書巻四『ヰコ宗本紀』の欝頭に「母臼則天j慎重皇后武氏Jと記されている。武后

の説号の変更は以下考証する『則天大雪量皇后集』の成立と関係があるから、詳しく註
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を加えた。この点について、加)樹ijJ氏の街!教示をいただいた。

(3) 名著刊行会、 1996(t:!:.1月。

(吋『初学記J巻十九31く。

(5) !f大正新修大蔵経』巻li.:E.所J!又。

(6) !f正倉院文書j合遺~ (1主i立歴史民俗博物館編集、使利虫、平成 4~!三 4 月〉所)1又。

〈竹 『近\11:漢方医学書集JïX: (53)~ (大塚敬節・矢数道明編、名著出版、 i昭和56(t!三4月)J9i'JI又。

(8) li新j吾警』巻四開IJ天皇后紀』参照。

(9) たとえば、張議『朝野余載』巻ーに「大WiJと称すること、!JI日唐志』集部・2JIJ集

類で高宗の集名に「高京大帝Jとすること、また『全j者文』巻九八に}1Jj天武j舌の撰と

なった『高宗天皇大帝京11日文』としづ題名が見えるのはいす。れもその例であるO

~o) 一説宝亀元年 (770)、又はi司四年 (773)。

~1) U司王朝高僧伝』巻問、『東大寺要録』第一・二・ !ι! ・五・七・ í\参Jlr.~，。良排のことに

ついては、向島J;X:美氏の街!教示をいただし、た。

~2) !Iあlt高僧(云』巻八『慈遠伝lに、 rCI~f3皇〉七年春、主t定ナ1'1 0 ・…・・尋下璽書j投勤m:話、

辞又不免、使達西京。於!時制j召大徳六人、遠其一会Jといい、同伝巻三『慈、浄{去jjに、

11時為三J自:官寮上下成集延興、京波大徳競際言論Jとし、うのはその例であるO

~3) たとえば、『歴代三宝紀~ (!f大正新修大蔵経』巻四九]買収〉巻十五に、 r!F大!宿~(~経

iヨ録JoIJIg皇十四年、勅翻経所法経等二十大徳撰Jといい、『点元新定釈教目録』巻十

六に、「臨壇大徳J-r百座大徳J-r三学大徳J-r詩論大徳U-1-翻経大徳J.r訳語大徳」

などの名を出しているO

鈎 たとえば、『源氏物語・若衆fに「寺の様もいとあはれなり。峯高く、深き巌のl:j:1

にぞ聖入り居たりけるO …ーし、と尊き大徳なりけり」といい、 f慈党大n前{云~ Cu'1ヨ本

高僧伝要文抄巻二J所ヨl)に rc点観〉六年正月十三日、集諸弟子遺戒日:IT'遍11T:;大徳

所要両部大法之道、我既不得面奉授之、実;VJ;;相従付法阿i謝梨安恵大徳築学之Jという

のはその例であるO

締 あわせて十三蓄が著録されているが、そのうち庁一切経正名J四十巻」の下に「一

巻教目、東寺」とし、う註があるから、それを除く。

06) !l続日本紀』延麿五年一月二十一日{謀、 f中右記~ E]t和Ji(tj三十二月二十九日篠参照0

(17) if広弘明集』巻二十八 Cl二〉参照。

(18)注切にi言dt.o 

(19) ii全i清文』巻三十二百rrJ反。

制沈約の撰『舗像賛~ OF広弘明集J巻十六〉・釈道1止の撰『法苑珠林』巻一二Oなど

を参照。

的 『太平笈宇記』巻田Oに同じ記載が見えるo ;]1日j吾語UJ巻三九『地理志二Jには、「九

年Jと誤記した。

紡 『資治通鑑』巻二O四を参照。

偽楽史『広卓異記』にも見えるO
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